
馬の飼養衛生管理基準に
基づく衛生管理を徹底
しましょう！
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国内で馬インフルエンザが発生しました

４月８日に熊本県の馬（重種馬）飼養農場３戸で、

日本では２００８年以来となる馬インフルエンザの発生
が確認されました。

現在、熊本県では、感染馬の隔離、飼養馬の移動自
粛、ワクチン接種指導、施設の消毒等によりまん延防
止を図っています。

本病は飛沫感染によって急速に伝播します。

定期的なワクチン接種を
実施しましょう！

感染馬の早期発見に努めましょう！

かか り つ けの
獣医師に相談を

飼養衛生管理基準
ガイドブックへのリンク

飼養馬の健康観察を徹底し、発熱、呼吸器症状など、本病
を疑う症状を確認した時は、当該馬群は他の馬群との接触
を避けて飼養し、ただちに獣医師に連絡を。


